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太
郎

　
近
年
の
ア
メ
リ
カ
史
研
究
に
お
い
て
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
い
わ
ゆ
る
“
革

新
主
義
時
代
”
を
再
検
討
し
ょ
う
と
す
る
論
考
が
続
々
と
公
刊
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ら
に
見
ら
れ
る
共
通
の
特
徴
は
、
広
い
意
味
で
の
「
制
度

（
畔
し
。
簿
巨
。
器
）
」
の
問
題
に
引
き
つ
け
た
労
働
関
係
分
析
に
叙
述
の
ウ

ェ
…
ト
が
置
か
れ
る
点
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
、
一
九
八
○
年
代
半
ば
以
降
、

歴
史
学
界
に
も
少
な
か
ら
ざ
る
衝
撃
を
与
え
て
き
た
F
・
ブ
ロ
ッ
ク
や
T
・

ス
コ
ッ
チ
ポ
ル
ら
の
ア
メ
リ
カ
国
家
論
研
究
の
影
響
が
あ
る
こ
と
は
明
白
だ
。

彼
ら
の
主
張
の
斬
新
さ
は
、
「
労
働
者
の
下
か
ら
の
圧
力
」
と
い
っ
た
階
級

的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
一
定
の
制
約
を
受
け
る
と
は
い
え
、
政
治
と
国
家
活

動
が
相
対
的
に
自
律
的
な
権
力
と
し
て
存
在
し
て
き
た
と
考
え
る
点
で
あ
ろ

う
。
ア
メ
リ
カ
現
代
史
上
、
革
新
主
義
時
代
を
公
政
策
の
形
成
期
と
考
え
る

の
は
通
説
で
あ
り
、
そ
の
末
期
に
あ
た
る
第
一
次
大
戦
の
総
力
戦
下
に
、
国

家
に
よ
る
初
の
包
括
的
な
国
民
動
員
が
敢
行
さ
れ
た
の
は
周
知
の
通
り
で
あ

る
。
革
新
主
義
研
究
者
の
多
く
が
歴
史
叙
述
に
最
新
の
国
家
論
と
の
整
合
性

を
求
め
、
そ
の
た
め
の
重
要
課
題
と
し
て
労
働
者
の
問
題
を
再
考
し
よ
う
と

す
る
の
は
当
然
と
も
い
え
る
。
も
っ
と
も
、
現
段
階
で
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
や
ス

コ
ッ
チ
ポ
ル
の
国
家
論
に
照
ら
し
た
実
証
レ
ベ
ル
の
歴
史
研
究
は
よ
う
や
く

緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。
特
定
の
労
働
関
係
改
革
の
事
例
に
お
い
て
、

政
治
的
リ
ベ
ラ
ル
や
国
家
行
政
宮
（
G
。
け
簿
。
白
鋤
舞
σ
q
の
誘
）
は
、
い
か
ほ
ど
の

「
自
由
鳳
を
確
保
し
て
い
た
の
か
、
と
い
っ
た
基
本
的
命
題
は
、
今
後
の
研

究
に
解
明
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
政
治
と
制
度
へ
の
関
心
の
集
中
は
、

～
見
、
復
古
主
義
的
現
象
と
映
り
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
、
未
踏
の
領
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

を
拓
く
野
心
が
伏
在
す
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
昨
年
、
ジ
ョ
ー
ジ
タ
ウ
ン
大
学
准
教
授
に
着
任
し
た
ば
か
り
の
少
壮
の
研

究
者
、
ジ
ョ
セ
ブ
・
A
・
マ
ッ
カ
ー
テ
ィ
ン
の
『
労
働
者
の
世
界
大
戦
一

産
業
民
主
主
義
を
め
ぐ
る
闘
争
と
現
代
ア
メ
リ
カ
労
働
関
係
の
起
源
、
一
九

｝
二
年
よ
加
年
　
　
』
も
、
こ
う
し
た
歴
史
学
界
の
｝
潮
流
の
中
に
位
置

付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
書
は
、
第
一
次
大
戦
参
戦
期
（
一
九
一
七
年
～

一
八
年
）
の
労
働
関
係
改
革
の
分
析
を
柱
に
、
ウ
ッ
ド
ロ
ー
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン

政
権
期
（
～
九
一
三
～
一
一
｝
年
）
革
新
主
義
の
歴
史
的
意
義
を
検
証
す
る
。

冒
頭
、
著
者
は
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
革
新
主
義
の
本
質
を
、
「
民
主
主
義
の
具
体

的
内
容
を
再
定
義
す
る
た
め
の
闘
争
」
と
一
般
的
に
規
定
し
た
う
え
で
、

「
労
働
関
係
の
領
域
ほ
ど
そ
の
闘
争
が
深
刻
で
あ
っ
た
分
野
は
な
か
っ
た
」

と
述
べ
る
。
労
働
関
係
の
「
民
主
化
」
、
す
な
わ
ち
「
産
業
民
主
主
義
㎏
こ

そ
が
革
新
主
義
政
治
の
最
重
要
課
題
だ
っ
た
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
の
間
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題
に
関
し
て
、
マ
ッ
カ
ー
テ
ィ
ン
は
、
①
企
業
内
従
業
員
代
表
制
の
普
及
、

②
ア
メ
リ
カ
労
働
総
同
盟
（
A
F
L
）
に
対
抗
す
る
ロ
ー
カ
ル
な
右
転
別
労

働
組
合
の
台
頭
、
③
A
F
L
匡
ウ
ィ
ル
ソ
ン
民
主
党
政
権
の
政
治
連
合
と
こ

れ
に
支
え
ら
れ
た
連
邦
政
府
規
制
の
労
働
関
係
領
域
へ
の
拡
大
、
と
い
っ
た

同
時
代
の
展
開
に
注
意
を
払
う
。
政
治
的
・
制
度
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら

個
々
の
職
場
に
お
け
る
労
働
の
あ
り
方
を
検
証
し
、
両
者
の
相
互
関
係
を
明

ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
職
場
の
労
働
関
係
に
対
す
る
こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
過
去
二
〇
年
に

わ
た
っ
て
ア
メ
リ
カ
労
働
史
研
究
の
主
流
を
な
し
て
き
た
“
ニ
ュ
ー
・
レ
イ

バ
ー
ヒ
ス
ト
リ
ー
”
と
衝
突
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
す
で
に
広
く
知
ら
れ
る
と

お
り
、
ニ
ュ
ー
・
レ
イ
バ
ー
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
旗
頭
、
D
・
モ
ン
ト
ゴ
メ
リ
ー

は
、
職
場
に
お
け
る
ラ
ン
ク
・
ア
ン
ド
・
フ
ァ
イ
ル
労
働
者
の
生
産
管
理

（
ワ
ー
カ
ー
ズ
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
）
運
動
を
中
心
に
研
究
を
オ
ー
ガ
ナ
イ
ズ

し
、
労
働
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
・
ラ
イ
フ
と
そ
の
独
自
の
階
級
文
化
に
光

を
当
て
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
マ
ッ
カ
ー
テ
ィ
ン
は
、
「
近
年
の
労
働
史
と

政
治
史
の
成
果
を
接
合
す
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
」
、
と
主
張
し
、

ス
コ
ッ
チ
ポ
ル
と
E
・
P
・
ト
ン
プ
ソ
ン
の
図
葉
を
借
り
て
、
「
そ
れ
に
は
、

労
働
史
に
一
国
家
を
取
り
戻
す
こ
と
（
訂
ぎ
σ
q
言
σ
q
簿
①
罵
言
Φ
げ
き
犀
ぎ

8
）
一
そ
し
て
、
革
新
主
義
改
革
の
中
で
…
労
働
者
の
果
た
し
た
役
割

（
≦
・
匿
・
α
Q
－
。
寓
ω
箕
①
ω
Φ
霧
Φ
）
…
を
鰐
明
す
る
こ
と
が
不
可
欠
だ
」
と
宣

言
し
て
い
る
。
も
と
よ
り
、
マ
ッ
カ
ー
テ
ィ
ン
の
ニ
ュ
ー
・
レ
イ
バ
ー
ヒ
ス

ト
リ
ー
へ
の
挑
戦
は
決
し
て
孤
立
無
縁
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
す
で
に
、
一

九
八
○
年
代
末
頃
か
ら
、
J
・
ジ
タ
リ
ン
や
M
・
ケ
イ
ズ
ン
は
、
「
ラ
ン

ク
・
ア
ン
ド
・
フ
ァ
イ
ル
労
働
者
と
表
面
に
現
れ
な
い
権
力
」
の
関
係
を
検

討
す
べ
き
で
あ
り
、
さ
も
な
く
ば
、
職
場
を
「
社
会
意
識
の
闘
鶏
場

（
8
0
菩
ε
」
と
し
て
隔
離
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
、
方
法
論
上
の
問

題
を
提
起
し
て
い
る
。
こ
れ
に
呼
応
す
る
か
た
ち
で
、
近
年
、
V
・
バ
ッ
タ

ム
、
W
・
フ
ォ
ー
バ
ス
、
C
・
ト
ム
リ
ン
、
M
・
ド
ウ
ボ
フ
ス
キ
ー
等
の
グ

ル
ー
プ
は
、
労
働
紛
争
が
法
を
形
成
し
、
同
時
に
、
法
が
労
働
者
階
級
政
治

を
形
成
す
る
過
程
を
精
査
し
て
い
る
。
ま
た
、
S
・
ジ
ャ
コ
ビ
ー
等
は
経
営

史
の
立
場
か
ら
、
企
業
家
に
よ
る
労
務
管
理
改
革
を
分
析
し
、
事
業
所
単
位

の
被
雇
用
者
代
表
制
の
成
立
が
、
当
時
の
一
般
労
働
者
の
団
体
行
動
を
い
か

に
規
定
し
た
か
を
示
し
た
。
い
ず
れ
の
考
察
も
、
政
治
と
社
会
の
諸
制
度
が

労
働
者
階
級
に
与
え
る
影
響
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
マ
ッ
カ
ー
テ
ィ
ン

は
こ
う
し
た
一
連
の
研
究
成
果
か
ら
多
様
な
ア
イ
デ
ア
を
吸
収
し
つ
つ
、
独

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

自
の
見
解
を
構
築
し
て
い
く
。

　
ニ
ュ
ー
・
レ
…
バ
ー
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
対
峙
す
る
う
え
で
本
書
の
「
新
し

さ
」
を
際
立
た
せ
る
の
は
、
モ
ン
ト
ゴ
メ
リ
ー
の
「
ワ
ー
カ
ー
ズ
・
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
」
に
対
抗
す
る
分
析
概
念
と
し
て
「
産
業
民
主
主
義
」
の
語
を
極
め

て
戦
略
的
に
活
用
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
著
者
は
次
の

よ
う
に
語
る
。

　
　
「
筆
者
は
、
モ
ン
ト
ゴ
メ
リ
ー
の
画
期
的
研
究
の
価
値
を
認
め
こ
れ
に

　
　
立
脚
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
…
…
以
下
の
二
点
に
お
い
て
、
モ

　
　
ン
ト
ゴ
メ
リ
ー
の
解
釈
を
乗
り
越
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
第
【
に
、

　
　
革
新
主
義
期
の
労
働
紛
争
が
重
要
な
の
は
、
労
働
者
の
職
場
管
理
闘
争

　
　
が
敗
北
に
終
わ
っ
た
と
い
う
事
実
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
幅
広
い
産
業

　
　
民
主
主
義
要
求
に
発
言
力
を
も
た
ら
し
た
た
め
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う

　
　
産
業
民
主
主
義
と
は
、
新
し
い
タ
イ
プ
の
労
働
組
合
に
よ
る
大
量
生
産

　
　
産
業
で
の
組
織
運
動
と
連
邦
政
府
の
規
制
力
の
拡
大
の
双
方
を
含
意
す

　
　
る
。
ワ
ー
カ
ー
ズ
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
ほ
と
ん
ど
の
産
業
と
大
多
数
の
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評書

　
　
労
働
者
に
と
っ
て
現
実
味
が
薄
か
っ
た
の
に
対
し
、
産
業
民
主
主
義
は

　
　
遙
か
に
広
範
囲
の
反
響
を
得
た
の
で
あ
る
…
、
第
二
に
、
こ
の
時
期
の

　
　
労
働
闘
争
の
結
末
を
、
ワ
ー
カ
ー
ズ
・
コ
ン
ト
ロ
；
ル
の
崩
壊
と
解
釈

　
　
す
る
よ
り
も
、
産
業
民
主
主
義
と
い
う
ひ
と
つ
の
理
想
　
　
そ
の
意
味

　
　
は
、
以
後
、
長
く
争
わ
れ
る
余
地
を
残
し
て
い
く
だ
ろ
う
一
の
勝
利

　
　
と
考
え
る
方
が
妥
当
で
あ
る
。
そ
う
理
解
す
る
こ
と
で
、
こ
の
時
期
の

　
　
労
働
史
を
単
な
る
衰
退
過
程
の
叙
述
以
上
の
も
の
と
し
、
逆
に
、
そ
の

　
　
後
、
二
〇
世
紀
の
大
半
を
と
お
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
労
働
関
係
を
規
定

　
　
す
る
パ
タ
ー
ン
の
起
源
を
こ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
」

た
し
か
に
、
革
新
主
義
期
、
特
に
、
一
九
｛
○
年
代
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、

「
産
業
民
主
主
義
」
の
人
気
は
絶
大
な
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
評
者
を
含
め
て
こ
の
時
期
の
ア
メ
リ
カ
を
考
察
す
る
研
究
者
の
誰
も
が

異
論
を
抱
く
ま
い
。
そ
れ
は
、
当
時
、
あ
た
か
も
流
行
語
の
よ
う
に
も
て
は

や
さ
れ
て
い
た
。
従
業
員
の
苦
情
処
理
制
度
か
ら
基
幹
産
業
の
国
有
化
に
至

る
ま
で
、
実
に
多
様
な
産
業
改
革
案
が
「
産
業
を
民
主
化
」
す
る
も
の
と
し

て
宣
伝
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
「
民
主
主
義
」
の
具
体
的
な
内
容
こ
そ
が

争
点
だ
っ
た
わ
け
で
、
こ
の
時
期
、
「
産
業
民
主
主
義
」
の
理
念
が
普
及
し

た
と
い
う
だ
け
で
は
何
も
意
味
を
な
さ
な
い
。
し
か
し
、
ワ
ー
カ
ー
ズ
・
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
の
研
究
が
、
職
場
を
「
社
会
意
識
の
闘
鶏
場
」
と
し
て
隔
離
す

る
危
険
を
は
ら
む
と
す
れ
ば
、
そ
れ
と
対
照
的
に
、
「
産
業
民
主
主
義
」
と

い
う
視
角
か
ら
の
労
働
関
係
分
析
は
、
階
級
の
枠
組
み
を
越
え
た
ナ
シ
ョ
ナ

ル
な
政
治
文
化
と
の
接
点
を
与
え
る
。
労
働
者
要
求
が
「
産
業
民
主
主
義
」

と
し
て
表
現
さ
れ
る
な
ら
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
彼
等
の
「
塵
業
市
民
権

（
ぎ
畠
ロ
ω
巳
巴
。
臨
N
Φ
β
ω
げ
｝
唱
）
」
が
想
定
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
σ
そ
れ

は
、
元
来
、
階
級
の
存
在
を
否
定
し
て
き
た
は
ず
の
市
民
的
価
値
に
照
ら
し

て
自
己
の
要
求
を
正
当
化
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
い
わ
ば
、
労
働
者
と

し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
市
民
と
し
て
の
自
己
認
識
と
の
融
合
と
も

い
う
べ
き
状
況
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
一
九
㎝
七
年
、
ア
メ
リ
カ
が

「
世
界
を
民
主
主
義
の
た
め
に
安
全
に
す
る
㎏
霊
的
を
掲
げ
て
第
一
次
大
戦

に
参
戦
す
る
と
い
う
政
治
展
開
の
中
で
、
こ
う
し
た
労
働
者
の
「
産
業
民
主

主
義
」
は
、
愛
国
的
言
論
と
複
雑
に
混
ざ
り
合
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
市

民
と
し
て
の
労
働
関
係
改
善
要
求
は
、
総
力
戦
下
の
国
家
動
員
や
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
と
微
妙
な
相
互
関
係
を
築
い
て
い
く
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
章
別
構
成
を
示
し
て
お
く
。

譜第
一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

第
六
章

第
七
章

第
八
章

結
び

第
一
次
大
戦
期
ア
メ
リ
カ
労
働
者
の
再
考

産
業
民
主
主
義
政
治
の
構
築

戦
争
と
職
場
秩
序

戦
時
労
働
政
策
形
成
を
巡
る
闘
争

産
業
の
「
脱
カ
イ
ザ
ー
化
（
U
Φ
－
囚
鉱
。
。
Φ
叫
ぎ
σ
q
）
」

戦
時
労
働
闘
争
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス

マ
ス
・
ユ
ニ
オ
ニ
ズ
ム
の
～
時
的
興
隆

再
建
と
反
動

産
業
民
主
主
義
を
ア
メ
リ
カ
の
た
め
に
安
全
に

現
代
ア
メ
リ
カ
労
働
関
係
の
起
源

　
第
一
章
か
ら
第
三
章
は
、
一
九
＝
一
年
～
一
七
年
の
時
期
を
対
象
と
し
、

ウ
ィ
ル
ソ
ン
革
新
主
義
の
文
脈
か
ら
、
盛
業
民
主
・
王
議
論
争
と
労
働
政
策
の

相
互
関
係
を
概
観
す
る
。
叙
述
の
基
調
は
、
連
邦
の
政
策
と
し
て
追
求
す
べ
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き
「
産
業
民
主
主
義
」
と
は
何
か
を
め
ぐ
る
公
的
議
論
に
お
い
て
、
当
時
、

ウ
ィ
ル
ソ
ン
革
新
主
義
連
合
内
に
あ
っ
た
A
F
L
の
政
治
的
プ
レ
ゼ
ン
ス
と

F
・
ウ
ォ
ル
シ
ュ
（
戦
晴
労
働
委
員
会
共
同
委
員
長
）
な
ど
の
リ
ベ
ラ
ル
な

政
策
実
施
者
の
主
体
的
役
割
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
市
立
大
学
大
学
院
時
代
の
指
導
教
官
で
も
あ
る
ド
ゥ
ボ
フ
ス
キ
ー
の

立
場
に
非
常
に
近
い
。
ド
ゥ
ボ
フ
ス
キ
ー
の
影
響
は
、
戦
後
、
政
治
反
動
の

中
で
労
働
関
係
改
革
の
潮
流
が
収
縮
し
て
い
く
過
程
が
描
か
れ
た
第
七
章
以

下
の
叙
述
に
も
色
濃
い
。
著
者
は
、
戦
時
を
含
む
革
新
主
義
期
の
成
果
と
一

九
二
〇
年
代
の
企
業
内
従
業
員
代
表
制
や
福
祉
資
本
主
義
と
の
間
に
質
的
な

断
絶
を
見
い
磁
し
、
終
戦
ま
で
に
達
成
さ
れ
た
も
の
は
、
む
し
ろ
ニ
ュ
ー
デ

ィ
ー
ル
秩
序
へ
と
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
継
受
さ
れ
て
い
く
と
の
見
通
し
を
持
つ
。

こ
う
し
た
解
釈
は
、
ド
ゥ
ボ
フ
ス
キ
ー
に
限
ら
ず
、
V
・
J
・
コ
ナ
ー
や

S
・
フ
レ
イ
ザ
ー
等
の
研
究
に
も
見
ら
れ
る
。
本
書
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー

は
、
戦
時
労
働
機
関
の
膨
大
な
調
査
記
録
を
も
と
に
、
戦
時
下
の
産
業
民
主

主
義
闘
争
の
実
態
を
ロ
ー
カ
ル
・
レ
ベ
ル
、
事
業
所
レ
ベ
ル
に
ま
で
立
ち
入

っ
て
詳
細
に
分
析
し
た
第
四
章
か
ら
第
六
章
に
あ
る
と
考
え
る
。
紙
数
の
限

ら
れ
た
本
書
評
で
は
、
以
下
こ
の
部
分
の
叙
述
に
絞
っ
て
検
討
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
が
生
産
的
で
あ
ろ
う
。

　
著
者
は
、
戦
時
の
産
業
民
主
主
義
闘
争
の
展
開
に
関
し
て
、
戦
時
労
働
機

関
の
諸
塚
が
「
従
来
の
労
働
関
係
パ
タ
ー
ン
を
粉
々
に
破
壊
し
て
し
ま
っ

た
」
と
、
労
使
紛
争
へ
の
国
家
介
入
を
極
め
て
重
く
見
る
。
具
体
的
に
は
、

総
力
戦
下
の
国
家
動
員
の
過
程
で
、
①
職
場
の
法
治
主
義
、
②
労
働
条
文
の

決
定
に
関
す
る
労
働
者
の
発
言
権
、
③
労
働
を
と
お
し
た
市
民
的
権
利
、
が

正
統
性
を
得
る
に
至
っ
た
と
評
価
す
る
。
職
場
の
法
治
主
義
と
は
、
経
営
者

に
よ
る
恣
意
的
か
つ
権
威
主
義
的
な
職
場
支
配
や
不
合
理
な
賃
金
設
楚
の
慣

行
を
廃
し
、
雇
用
関
係
の
公
正
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
本
書

で
は
、
戦
時
労
働
委
員
会
が
発
布
し
た
最
低
賃
金
（
生
活
賃
金
）
保
障
裁
定

や
黄
犬
契
約
の
無
効
決
定
、
鉄
道
庁
鉄
道
調
整
委
員
会
に
よ
る
不
当
解
雇
無

効
命
令
な
ど
を
実
例
と
し
て
取
り
上
げ
、
介
入
の
経
緯
を
詳
述
し
て
い
る
。

マ
ッ
カ
…
テ
ィ
ン
に
よ
る
と
、
盗
時
、
頻
発
し
た
労
働
争
議
は
、
単
な
る
私

的
な
紛
争
の
枠
を
越
え
た
性
格
を
持
た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
。
愛
国

者
を
自
認
す
る
軍
需
産
業
の
ス
ト
ラ
イ
カ
ー
が
、
旧
態
然
た
る
経
営
者
の

「
専
制
偏
を
「
カ
イ
ザ
ー
的
」
と
か
「
プ
ロ
シ
ア
流
」
と
非
難
し
た
と
き
、

「
世
界
を
民
主
主
義
の
た
め
に
安
全
に
即
す
べ
く
総
力
戦
を
戦
う
ア
メ
リ
カ

社
会
は
、
こ
れ
を
反
社
会
的
な
階
級
的
要
求
と
し
て
退
け
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
「
戦
時
下
に
ア
メ
リ
カ
の
職
場
は
…
…
公
共
の
領
域
に
な
っ
た
」

の
だ
と
い
う
。
こ
こ
に
、
「
労
働
者
に
基
本
的
権
利
を
付
与
す
る
こ
と
で
労

働
平
和
を
維
持
し
よ
う
と
い
う
独
自
の
政
策
意
図
」
を
も
っ
た
達
邦
の
行
政

担
当
者
が
主
導
的
役
割
を
疑
う
余
地
が
生
ま
れ
る
。
こ
の
議
論
は
、
「
危
機
」

に
際
し
て
国
家
の
政
策
実
施
能
力
と
自
律
性
が
拡
大
す
る
と
い
う
ブ
ロ
ッ
ク

の
国
家
理
論
に
拠
っ
て
立
つ
も
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
職
場
の
法
治
主
義

は
革
新
主
義
期
の
多
様
な
門
産
業
民
主
主
義
」
の
う
ち
で
、
最
も
幅
広
い
層

か
ら
支
持
を
集
め
た
理
念
で
あ
る
。
一
九
一
〇
年
代
前
半
に
、
未
曾
有
の
労

働
紛
争
の
波
に
直
面
し
た
企
業
家
に
は
、
外
部
組
合
の
進
出
を
許
さ
な
い
た

め
に
も
従
業
員
の
苦
情
処
理
制
度
を
常
設
す
る
な
ど
、
一
定
の
経
営
「
民
主

化
」
が
必
要
だ
と
い
う
認
識
が
広
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
展
開
に
も

支
え
ら
れ
て
、
戦
時
下
に
、
職
場
の
法
治
主
義
は
、
産
業
民
主
主
義
論
争
の

一
つ
の
合
意
点
と
し
て
定
着
し
、
～
九
二
〇
年
代
以
降
も
存
続
し
て
い
く
こ

と
に
な
る
。

　
次
に
「
労
働
者
の
嚢
冨
権
扁
に
関
す
る
著
者
の
主
張
を
検
討
す
る
。
こ
の
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評ilt；

｝調

問
題
を
考
え
る
う
え
で
、
最
も
重
要
な
網
度
は
戦
時
政
府
が
主
催
し
た
職
場

委
墨
書
で
あ
ろ
う
。
本
書
で
は
、
国
家
介
入
と
そ
れ
に
伴
う
職
場
委
員
会
設

置
が
重
点
的
に
行
わ
れ
た
、
兵
器
、
電
機
製
造
、
鉄
鋼
の
大
量
生
産
産
業
の

労
働
関
係
が
詳
細
に
分
析
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
の
叙
述
は
、
か
つ
て
例

を
見
な
い
綿
密
か
つ
包
括
的
な
史
料
調
査
に
基
づ
い
て
い
る
。
ロ
ー
カ
ル
・

レ
ベ
ル
で
の
政
府
機
関
の
紛
争
調
査
記
録
と
労
働
組
合
文
書
・
機
関
誌
類
を

駆
使
し
て
、
個
々
の
紛
争
の
経
過
が
鮮
明
に
洗
い
出
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
作

業
を
と
お
し
て
、
著
者
は
、
従
来
ほ
と
ん
ど
未
組
織
で
あ
っ
た
大
量
生
産
産

業
に
お
い
て
、
全
国
的
職
能
別
組
合
（
A
F
L
）
の
枠
組
み
に
収
ま
り
き
ら

な
い
新
し
い
タ
イ
プ
の
労
働
運
動
一
女
性
や
移
民
、
黒
人
を
含
む
半
熟
練
、

不
熟
練
労
働
者
を
組
織
　
　
が
発
展
し
て
い
く
様
を
描
出
し
た
。
著
者
は
、

事
業
所
単
位
の
職
能
横
断
的
な
組
織
で
あ
る
職
場
委
員
会
が
、
｝
九
三
〇
年

代
の
展
開
を
先
取
り
す
る
産
業
別
組
合
主
義
の
培
地
と
な
っ
た
点
に
烈
日
す

る
。
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
ブ
リ
ッ
ジ
ポ
ー
ト
の
兵
器
産
業
で
、
機
械
工
組

合
ロ
ー
カ
ル
の
掌
握
す
る
職
場
委
員
会
が
、
各
々
代
表
者
を
選
出
し
、
職
能

の
壁
を
越
え
て
産
業
全
体
を
管
轄
す
る
労
働
者
組
織
を
形
成
し
た
事
例
が
詳

し
く
検
討
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
草
の
根
の
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
や
萌
芽
的

な
産
業
別
組
合
主
義
に
関
す
る
叙
述
は
、
明
ら
か
に
、
ニ
ュ
ー
・
レ
イ
バ
ー

ヒ
ス
ト
リ
ー
の
研
究
成
果
か
ら
着
想
を
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
著

者
は
、
こ
こ
で
も
国
家
介
入
を
上
記
展
醐
の
決
定
的
要
因
と
考
え
る
。
元
来
、

ウ
ィ
ル
ソ
ン
政
権
の
労
働
関
係
規
制
は
、
政
策
策
定
に
関
わ
っ
た
全
国
労
組

の
権
威
と
労
働
協
約
の
正
統
性
を
補
強
す
る
性
格
を
持
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ

は
同
時
に
、
全
国
労
組
の
規
律
に
と
ら
わ
れ
な
い
ロ
ー
カ
ル
な
運
動
を
も
活

性
化
さ
せ
た
と
い
う
。
当
初
よ
り
、
F
・
ウ
ォ
ル
シ
ュ
派
の
行
政
富
グ
ル
ー

プ
が
、
大
量
生
産
産
業
の
不
熟
練
層
を
主
体
と
す
る
産
業
別
組
合
を
構
想
し
、

女
姓
や
移
民
、
黒
人
を
団
体
交
渉
に
参
加
さ
せ
る
の
に
も
積
極
的
だ
っ
た
と

強
調
す
る
。
ま
た
、
草
の
根
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
の
側
も
連
邦
権
力
に
大
き
く

依
存
し
て
い
て
、
門
職
場
委
員
会
な
し
に
そ
の
発
展
は
あ
り
得
な
か
っ
た
」

と
総
括
す
る
。

　
最
近
の
研
究
の
中
に
は
、
こ
う
し
た
マ
ッ
カ
ー
テ
ィ
ン
の
議
論
に
は
っ
き

り
と
異
議
を
唱
え
る
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
、
歴
史
社
会
学
者
の
J
・
ハ
イ

デ
ュ
は
一
九
九
七
年
の
著
作
で
、
ア
メ
リ
カ
の
戦
晴
職
場
委
員
会
と
、
同
時

期
の
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
ド
イ
ツ
で
実
施
さ
れ
た
同
様
の
政
策
と
の
比
較
を
行

い
、
ア
メ
リ
カ
の
制
度
は
労
使
交
渉
の
過
程
か
ら
直
接
の
被
雇
用
者
で
は
な

い
労
働
組
合
員
を
排
除
し
、
労
働
紛
争
を
事
業
所
単
位
に
分
断
す
る
性
格
を

持
っ
た
、
と
結
論
づ
け
る
。
全
国
労
組
の
規
律
と
ヴ
ォ
ラ
ン
タ
リ
ー
な
労
働

協
約
の
権
威
に
依
存
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
職
場
委
員
会
、
国
家
権
力
と
全
国
労

組
の
深
い
相
互
依
存
に
基
づ
く
、
い
わ
ば
コ
ー
ポ
ラ
テ
ィ
ス
ト
的
な
ド
イ
ツ

の
制
度
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
の
職
場
委
員
会
は
、
政
治
・
経
済
の

再
安
定
化
を
闘
指
し
た
オ
ー
プ
ン
シ
ョ
ッ
プ
制
再
編
の
過
程
を
体
現
し
て
い

た
と
さ
れ
、
制
度
の
系
譜
と
し
て
は
、
～
九
二
〇
年
代
の
企
業
内
従
業
員
代

表
制
（
会
社
組
合
）
に
連
な
る
と
考
え
ら
れ
た
。
ハ
イ
デ
ュ
の
主
張
の
根
底

に
は
、
「
政
治
と
国
家
の
自
律
性
」
に
対
す
る
疑
念
が
あ
る
。
三
国
の
職
場

委
員
会
の
性
格
の
違
い
は
、
戦
前
か
ら
の
各
国
の
産
業
秩
序
の
差
異
に
よ
っ

て
説
明
さ
れ
る
。
既
存
の
階
級
秩
序
が
戦
時
政
策
に
与
え
た
制
約
を
重
視
す

る
彼
の
議
論
は
、
戦
前
・
戦
中
・
戦
後
の
労
働
関
係
改
革
の
展
開
を
ス
ム
ー

ズ
に
結
ぶ
。
だ
が
、
反
面
そ
れ
は
、
参
戦
期
の
歴
史
的
意
義
を
軽
視
す
る
傾

向
が
あ
る
。
た
し
か
に
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
戦
時
労
働
政
策
は
、
労
働
者
の
団

結
権
・
団
体
交
渉
権
を
抽
象
的
に
承
認
す
る
の
み
で
、
必
ず
し
も
労
働
組
合

が
労
使
交
渉
の
当
事
者
と
な
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
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ラ
デ
ィ
カ
ル
な
聖
業
別
組
合
組
織
の
基
盤
と
な
っ
た
兵
器
産
業
の
職
場
委
員

会
の
多
く
は
、
戦
後
、
活
動
家
の
全
面
的
な
解
雇
を
経
て
、
会
社
組
合
へ
と

転
化
し
て
い
く
。
し
か
し
、
マ
ッ
カ
ー
テ
ィ
ン
が
本
書
で
明
ら
か
に
し
た
よ

う
に
、
戦
時
の
大
平
生
産
産
業
で
、
半
熟
練
、
不
熟
練
労
働
者
層
を
包
摂
し

た
産
業
別
組
合
組
織
が
出
現
し
、
た
と
え
短
期
間
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ

れ
ま
で
労
使
交
渉
の
場
か
ら
排
除
さ
れ
て
き
た
人
々
が
、
新
た
に
「
逸
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

権
」
を
獲
得
し
た
こ
と
は
軽
視
で
き
な
い
。

　
著
者
は
、
こ
う
し
た
労
働
関
係
改
革
の
背
信
に
、
門
産
業
市
民
権
の
再
定

義
」
が
進
行
し
て
い
た
点
を
見
逃
さ
な
い
。
こ
の
問
題
は
、
先
に
も
触
れ
た
、

戦
時
下
に
お
け
る
「
産
業
民
主
主
義
偏
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
融
合
を
抜
き

に
は
理
解
し
に
く
い
。
本
書
で
は
、
争
議
に
際
し
て
、
労
働
者
の
草
の
根
的

グ
ル
ー
プ
が
配
布
し
た
ビ
ラ
や
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
広
く
収
集
し
、
そ
こ
に
頻

出
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
数
々
が
紹
介
さ
れ
て
い

る
。
例
え
ば
、
前
嵐
の
ブ
リ
ッ
ジ
ポ
ー
ト
争
議
で
は
、
「
厨
覚
め
よ
！
　
真

の
市
民
に
な
ろ
う
！
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
掲
げ
ら
れ
た
が
、
著
者
は
、

こ
れ
を
σ
Q
。
o
師
。
一
欝
Φ
濤
三
唱
と
職
場
組
織
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
同
一
化
す
る
も

の
と
し
て
注
目
す
る
。
G
・
ガ
ー
ス
ト
ル
が
第
二
次
大
戦
期
の
繊
維
労
働
者

の
運
動
に
見
出
し
た
“
労
働
者
階
級
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
”
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ

が
す
で
に
第
～
掌
大
帯
下
に
形
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
。
「
職
場
の
法
治

主
義
を
確
立
し
、
労
働
者
に
代
表
権
を
付
与
す
る
こ
と
で
…
…
多
様
な
労
働

者
階
級
を
”
専
制
に
対
す
る
民
主
主
義
の
戦
い
”
に
組
み
込
も
う
と
し
た
、

ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
戦
時
政
策
」
は
、
“
ア
メ
リ
カ
ン
・
フ
ィ
ー
リ
ン
グ
”
を
労

働
者
が
専
有
す
る
状
況
1
…
す
な
わ
ち
、
「
組
合
に
入
っ
て
ス
ト
に
加
わ
る

こ
と
が
σ
q
O
O
仙
〇
三
N
Φ
奮
起
℃
に
直
結
す
る
」
と
い
・
？
丁
張
を
可
能
な
ら
し
め

る
状
況
　
　
を
生
み
だ
し
て
い
た
。
重
要
な
こ
と
は
、
こ
う
し
た
展
開
が
、

外
国
人
や
黒
人
、
そ
し
て
女
性
か
ら
の
「
完
全
な
扁
産
業
市
民
権
要
求
に
正

統
性
を
付
与
し
た
点
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
労
働
条
件
の
決
定
過
程
か
ら
排
除

さ
れ
て
き
た
、
こ
れ
ら
の
労
働
者
も
「
戦
争
政
策
に
対
す
る
自
己
の
患
誠
の

延
長
線
上
に
…
…
強
力
な
“
資
格
（
①
昌
一
一
隅
一
①
日
①
】
P
け
）
”
の
感
覚
を
養
い
」
、

「
愛
国
的
ヴ
ォ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
の
う
ち
に
自
ら
の
要
求
を
表
現
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
」
、
と
い
う
。
も
っ
と
も
、
著
者
の
調
査
自
体
が
明
ら
か
に
し
て

い
る
よ
う
に
、
戦
時
政
府
機
関
は
、
南
部
の
鉄
鋼
産
業
で
人
種
差
別
に
基
づ

く
二
重
賃
金
制
度
を
黙
認
す
る
な
ど
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
を
実
際
の
労
働
の

場
で
十
分
保
護
し
た
と
は
言
い
が
た
い
。
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

マ
ッ
カ
ー
テ
ィ
ン
は
、
戦
時
労
働
委
員
会
主
催
の
職
場
委
員
選
挙
で
、
ア
メ

リ
カ
市
民
権
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
全
労
働
者
に
投
票
権
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
、

ま
た
、
憲
法
修
正
第
一
九
条
（
女
性
参
政
権
）
が
い
ま
だ
成
立
し
て
い
な
か

っ
た
繋
属
で
、
女
性
労
働
者
に
職
場
委
員
の
選
挙
権
と
被
選
挙
権
が
認
め
ら

れ
た
こ
と
を
重
く
兇
る
。
そ
れ
は
、
「
新
し
い
産
業
市
民
権
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の

創
出
」
、
換
言
す
れ
ば
、
「
産
業
民
主
政
」
の
参
加
資
格
の
再
画
定
を
意
味
し

　
　
　
　
　
　
⑤

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
著
者
は
、
上
記
の
よ
う
な
「
産
業
民
主
主
義
」
運
動
の
成
果
が
、
十
年
後

の
ニ
ュ
～
デ
ィ
レ
ル
秩
序
の
基
層
を
成
す
に
至
っ
た
と
の
展
望
を
持
つ
。
す

な
わ
ち
、
革
新
主
義
時
代
を
と
お
し
て
模
索
さ
れ
、
第
一
次
大
戦
期
に
ひ
と

つ
の
結
論
に
達
し
た
労
働
関
係
制
度
は
、
～
九
三
〇
年
代
以
降
、
本
格
的
な

編
著
国
家
が
展
開
す
る
中
で
、
そ
の
政
治
秩
序
の
支
柱
の
ひ
と
つ
に
な
っ
た

と
い
う
立
場
で
あ
る
。
近
年
の
名
著
『
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
秩
序
の
興
隆
と
崩

壊
』
が
言
う
よ
う
に
、
か
か
る
秩
序
が
一
九
八
○
年
代
ま
で
存
続
し
た
と
す

れ
ば
、
本
書
が
扱
っ
た
時
期
に
原
型
が
生
み
出
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー

ン
ー
国
家
の
労
働
関
係
へ
の
関
与
の
あ
り
方
や
、
市
民
文
化
と
労
働
者
の
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評書

関
係
な
ど
を
含
む
！
は
、
二
〇
世
紀
の
大
半
を
生
き
続
け
た
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
、
今
日
の
展
開
に
話
が
及
ぶ
と
本
書
の
論
調
は
暗
く
な
る
。
労
働
関

係
を
「
民
主
主
義
」
の
問
題
と
す
る
認
識
こ
そ
が
、
革
新
主
義
と
第
一
次
大

戦
の
時
期
に
形
成
さ
れ
た
最
も
重
要
な
国
民
的
合
意
だ
っ
た
と
考
え
る
著
者

は
、
一
九
八
○
年
代
以
降
、
労
働
組
合
を
交
渉
過
程
か
ら
排
除
し
、
労
働
者

の
「
発
雷
権
扁
を
大
幅
に
制
限
す
る
制
度
が
定
着
す
る
中
で
、
失
わ
れ
て
し

ま
っ
た
の
は
、
「
民
主
主
義
」
そ
の
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
本
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
「
結
論
」
で
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。

　
以
上
、
J
・
マ
ッ
カ
ー
テ
ィ
ン
著
、
『
労
働
者
の
世
界
大
戦
』
の
研
究
史

上
の
意
義
を
考
察
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
限
り
で
叙
述
の
内
容
を
紹
介
し

て
き
た
。
批
判
者
の
議
論
を
取
り
上
げ
る
な
ど
し
て
、
す
で
に
い
く
つ
か
検

討
課
題
を
挙
げ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
改
め
て
本
書
が
克
服
す
べ
き
問
題
点
を

一一

_
だ
け
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
第
～
に
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
革
新
主
義
期

の
労
働
関
係
改
革
と
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
と
の
連
関
が
強
調
さ
れ
る
あ
ま
り
、

両
者
の
問
に
横
た
わ
る
十
年
間
、
す
な
わ
ち
、
一
九
二
〇
年
代
の
労
働
関
係

制
度
の
歴
史
的
位
置
が
不
明
瞭
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
点
で
あ
る
。
一
九
工
○

年
代
を
単
な
る
反
動
期
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
三
つ
の
時
期

に
ま
た
が
る
制
度
的
展
開
を
よ
り
有
機
的
な
も
の
と
し
て
描
け
な
か
っ
た
だ

ろ
う
か
。
第
二
に
、
第
～
次
大
戦
期
の
移
民
の
国
民
意
識
に
つ
い
て
ほ
と
ん
、

ど
検
討
さ
れ
て
い
な
い
点
に
も
強
い
不
満
が
残
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
労

働
考
の
塵
業
民
主
主
義
要
求
と
の
融
合
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
と
も
な
う
「
新

し
い
産
業
市
民
権
の
創
出
」
を
明
ら
か
に
し
た
部
分
は
、
本
書
の
叙
述
申
の

白
眉
で
あ
る
。
し
か
し
、
肝
心
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
中
身
に
つ
い
て
は
、

ほ
と
ん
ど
分
析
の
メ
ス
が
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
マ
ッ
カ
ー
テ
ィ
ン
が
注
目

し
た
大
量
生
産
産
業
の
半
熟
練
、
不
熟
練
労
働
者
の
多
く
は
、
定
着
後
間
も

な
い
新
移
民
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
、
第
一
次
大
戦
期
に
母
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
熱
狂
と
ア
メ
リ
カ
化
の
双
方
を
激
し
く
体
験
し
た
。
移
民
に
と
っ
て
、

ア
メ
リ
カ
市
民
と
し
て
産
業
の
民
主
政
に
参
加
し
、
「
発
聖
岳
」
を
主
張
す

る
こ
と
の
意
味
は
、
決
し
て
単
純
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。

　
こ
う
し
た
評
者
の
批
判
は
、
い
ず
れ
も
書
か
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る

過
大
な
要
求
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
本
書
が
、
ア
メ
リ
カ
の
福
祉
国
家
形

成
期
に
お
け
る
、
労
働
関
係
制
度
の
展
開
と
職
場
の
労
働
者
の
あ
り
よ
う
を
、

二
〇
世
紀
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
台
頭
を
も
射
程
に
入
れ
つ
つ
、
実
証
的
に
論

じ
た
功
績
は
い
さ
さ
か
も
損
な
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
最
後
に
、
本
書
の

「
創
造
性
と
新
た
な
重
要
イ
シ
ュ
ー
を
提
起
し
た
革
新
的
な
分
析
」
が
認
め

ら
れ
、
権
威
あ
る
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
タ
フ
ト
労
働
史
賞
（
～
九
九
九
年
度
最
優

秀
研
究
賞
）
を
受
賞
し
た
こ
と
を
付
記
し
て
結
び
と
し
た
い
。
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